
　　派遣許可番号 派13-307187

　　教育訓練に関する事項

　　その他事項

　　派遣労働者の待遇の決定に係る労使協定の締結について

有効期限  :   令和8年3月31日

協定労働者の範囲  :   プログラマー、システムエンジニア業務に従事する従業員等

　　労使協定を締結している

関東ＩＴソフトウェア健康保険組合、ベネフィット・ステーションの福利厚生制度を利用できます

東京都豊島区東池袋1-25-6　PMO池袋11階

　　このマージン率は、以下の計算式で算出されます

情報セキュリティ教育、各種ビジネススキル研修、資格取得バックアップ

　　福利厚生

　　教育訓練の実施

マージン率等の公開資料

　　（派遣料金の平均額－派遣労働者の賃金の平均額）÷派遣料金の平均額

　　　※当該割合に小数点以下1位未満の端数があるときは、これを四捨五入します

　　令和6年度　派遣先事業所数

　　令和6年度　マージン率

　　令和6年度　派遣料金の1人あたりの平均額

　　令和6年度　派遣社員の賃金の平均額 16,861円(1日8時間当たり換算)

　　事業者

　　事業者所在地

　　令和7年6月1日付　派遣労働者数

株式会社シスコム・テクノロジー

36人

19社

37.9%

27,151円(1日8時間当たり換算)


